
 

 

土地収用法第 15条の 14に基づく事業説明会 

【（仮称）真栄原交流拠点施設整備】 

 

日時：令和８年１月 28日（水）19時 

場所：真栄原区公民館 

 

次第 

 

 

１． 開会あいさつ 

 

２． 事業説明 

・普天間飛行場周辺まちづくり事業（真栄原地区）の概要について 

・交流拠点施設整備における今後のスケジュールについて 

・土地収用法に基づく「事業認定」手続き及び土地収用制度について 

 

３． 質疑応答 

 

 

＜配布資料＞ 

 ①次第 A4タテ：1枚 

 ②事業説明スライド A4ヨコ：９枚 


